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≪一覧表≫ 議論が必要な学校区に関する検討課題整理 

（審議の中間まとめとして、すでに答申を出した福部地域を除き、各エリア等の一覧を以下に提示する） 

 

◇議論が必要な学校区 

エリア 懸念される項目 基準 検討課題 選択肢の一例 

① 全中学校エリア めざす子ども像 

「ふるさとを思い 志をもつ子」の実現 

― ・魅力ある学校づくり、地域とともにある学校づ

くりを推進するにはどうすればいいか。 

・検討組織の立ち上げ 

・地域創造学校（鳥取市版コミュニティ・スクール）の推進 

・中学校区における小中連携・小中一貫教育の促進 等 

 

◇早急な議論が必要な学校区 

エリア 懸念される項目 基準 検討課題 選択肢の一例 

② 鹿野中学校エリア 

（鹿野小を含む） 

小規模化に伴う教育効果 Ⅰ-1 ・鹿野中学校区として小規模化に伴って懸念され

る教育効果の課題をどのように解決するのか。 

 

・小規模校転入制度の導入      

・小中一貫校の設置 

・西部地域の中中連携（集合授業）の促進 

・教育情報環境の整備 

・ふるさと教育カリキュラムの導入   

・学校の統廃合 等 

③ 江山中学校エリア 

（神戸小、美和小を含む） 

小規模化に伴う教育効果 Ⅰ-1 ・江山中学校区として小規模化に伴って懸念され

る教育効果の課題をどのように解決するのか。 

 

・検討組織の立ち上げ（江山中、美和小、神戸小） 

・小規模校転入制度の導入 

・初等部ブロック分離型小中一貫校 

・中中連携（集合授業） 

・教育情報環境の整備    

・学校の統廃合 等 

④ 南中学校エリア 

（美保小を含む） 

大規模化に伴う教育効果 

教室数の不足など施設面 
Ⅰ-2 

 

・教室数の不足など施設面の課題をどのように解

消するのか。 

 

・別途に新設中学校 

・校舎増改築 

・校区割の変更 

・通学区域制の弾力的運用 ≪※1≫ 

・検討組織の立ち上げ（南中、美保小、美保南小、日進小、倉田小） 等 

⑤ 千代川以西エリア 

（城北小、大正小、世紀小） 

通学上の安全面 

適正配置に関する項目 

大規模化に伴う教育効果 

Ⅰ-2 

Ⅲ-1 

Ⅲ-2 

 

 

・現在の学校より近くに別の学校があること、通

学路に危険（交通量の多い道路、橋）があるため、

学校生活に支障をきたしている点をどのように

解消するのか。 

・教室数の不足など施設面の課題をどのように解

消するのか。 

・小小連携の強化（集合授業） 

・通学区域制の弾力的運用 ≪※1≫ 

・学校選択可能な調整区域の設定 ≪※2≫ 

・中学校選択制 

・検討組織の立ち上げ 等 

⑥ 中心市街地エリア 

（久松小、醇風小、遷喬小、日進

小、富桑小、明徳小、美保小） 

適正配置に関する項目 Ⅰ-1 

Ⅲ-1 

Ⅲ-4 

Ⅲ-5 

 

・中心市街地の空洞化が指摘されている中、狭い

範囲に学校があるため将来的に学校の小規模化

が懸念されるが、どのように解決するのか。 

・明徳小校区から要望のある美保小の校区再編を

どのように解決するのか。 

・小小連携（集合授業）の強化 

・通学区域制の弾力的運用 ≪※1≫ 

・学校選択可能な調整区域の導入 ≪※2≫ 

・複数校区での管理運営部門の統合（キャンパス方式）  

・学校の統廃合 

・検討組織の立ち上げ 等   

⑦ 小規模小学校 

（東郷小、明治小、西郷小、瑞穂

小、逢坂小） 

小規模化に伴う教育効果 Ⅰ-1 ・各小学校区として小規模化に伴って懸念される

教育効果の課題をどのように解決するのか。 

 

・検討組織の立ち上げ 

・魅力ある学校づくり（教育特例校制度等）への取り組み 

・学校間交流学習等の強化 

・小規模校転入制度の効果的な運用と制度の充実 

・学校の統廃合 等 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇基準についての分類 



 

 

 

第１２期鳥取市校区審議会 中間まとめ 

 

  平成２７年４月６日 

                                  鳥取市校区審議会 

はじめに 

校区審議会におけるこれまでの審議の経緯は以下の表のとおりである。今期（第１２期）校区審議会の

審議の特徴は、①保護者や地域の多様な思いを地域全体の意向として集約していく組織づくりの重視と、

②そこで導き出された方向性を尊重するという基本姿勢の表明にある。 
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１ 鳥取市の教育、児童・生徒数等の状況について 

（１）鳥取市の教育について 

鳥取市では「鳥取市教育ビジョン」に示す「ふるさとを思い 志をもつ子」の実現に向け、平成２３

年度に策定した「鳥取市教育振興基本計画」に基づきながら、めざす子ども像の実現に向けた教育を推

進している。第９次鳥取市総合計画においても重点的な取り組みとして掲げられ、学校のみならず、家

庭や地域が一体となって取り組むべき重要課題とされている。 

平成２３年度から３年間にわたり、全中学校区での「小中一貫教育」が取り組まれてきた。小中学校

が共に「特色ある学校づくり」の視点に立ち、学校、家庭、地域がより一層協働して９年間を見通した

教育を実践することで、学力の向上と学校不適応の解消が図られてきた。そして、中学校区のもつ教育

資源を最大限に活用し、家庭や地域と連携・協働する取り組みを推進させながら、教育活動の質・量の

拡充を継続的に図っているところである。さらに平成２６年度からは、「地域創造学校（鳥取市版コミ

ュニティ・スクール）」の推進やＩＣＴ教育環境の整備、充実した外国語教育の実践など、数校のパイ

ロット校を定めた取り組みが開始された。 

近年のグローバル化や地方創生の課題を視野に、国内外の社会課題に対する関心と深い教養を養いな

がら、郷土の発展にも夢を持って携われる時代センスを身につけた豊かな人づくりを進めている。また、

「すごい！鳥取市」の実現に向けて、平成２６年に「新市域振興ビジョン」が示された。その中でも、

「地域で教育を考える会」の立ち上げや「地域創造学校」の推進が掲げられており、学校と地域と行政

がこれまで以上に結びつき、子どもたちの育ちを通しての「まちづくり」という視点を明確にしている。 

 

（２）鳥取市の児童数・生徒数の推移について 

小中学校の児童数・生徒数は、昭和５８年度に小学校児童数が、昭和６２年度に中学校生徒数がピー

クに達し、その後は減少を続けている。小学校では、ピーク時の１７，３２７人に対して、平成２６年

度が１０，３１８人（△４０.４％）、中学校では、ピーク時の８，６０４人に対して、平成２６年度は

５，０６６人（△４１．１％）となっている。 

今後も児童数・生徒数は減少傾向が見込まれており、特に中山間地域の学校で減少傾向が強い。一方

で市街地及びその郊外の一部の地域では、宅地開発等による増加が続いている（※１）。このような状

況から、小規模校の存続の問題と合わせて、一方では将来的に一部の学校で教室数が不足する事態も想

定した対応を検討する必要が生じている。 

国土交通省の人口推計（※２）によると、我が国の人口は平成２０年（２００８年）を境に減少傾向

にあり、平成６２年（２０５０年）には１億人を割り込んで約９７００万人となるという。鳥取県に目

を向ければ、平成２２年（２０１０年）に５８万９千人だった人口が、平成６２年（２０５０年）には

３８万６千人（人口増加率：△３４％）となり、学校の小規模化は免れないと言えよう。 

 

※１ 「第３回校区審議会資料３」を参照 

※２ 平成２６年７月４日「国土のグランドデザイン２０５０」・地域別、年齢別の人口増減率（2010年－2050年）別

の地点数割合（グラフ）、ブロック別・都道府県別総人口の増減状況（2010年－2050年）（集計表、地図）等 
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２ 審議の根拠となる学校配置と校区設定の基準 

 

平成２７年１月２７日、文部科学省は「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引（以

下、『手引』という。）」を策定した。これは公立小中学校の統廃合に関する基準を５９年ぶりに見直した

ものである。学校規模についてはクラス替えが可能となる１２～１８学級が適正規模（学級数が 1～１１

クラスの学校は速やかに統合を検討すべき学校とする）、通学時間はこれまで３０分以内であったものが

スクールバスや交通機関を使うことを前提とし、１時間とすることが示されている。教育レベルを維持し、

適正規模にするために学校統合を基本とした内容となっている。 

一方、離島や山間部など通学距離が遠すぎる、統合後も過疎化の進行により適正規模の維持ができない、

コミュニティの拠点として学校を中心とした地域振興に取り組むなど、諸事情のため学校統合が困難な小

規模校については存続させるという方向性も示している。 

鳥取市では、第９期から議論を重ね、第１０期（平成２２年８月）において、国の基準（１９５６年）

を基にした独自の基準をすでに公表している。すなわち、学校の標準規模（※1）や通学区域に関する基

準（※2）に、地域コミュニティとの関係性、歴史的背景といった地域特性を踏まえて総合的な判断を行

うこととしている。このたび策定された文部科学省の『手引』と同様な内容を含みながら、先んじたもの

であったことが再確認できる（次頁の対比表）。 

 

※１ 学校教育法施行規則 第４１条 

※２ 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第４条 
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（１）学校規模に関する基準 

［基準］ 

国では適正な学校規模を「１２学級～１８学級」と位置付けているが、本市では、学校の現状や規

模による教育効果等を踏まえ、学校の標準規模を小学校・中学校ともに「６学級～１８学級」とする。 

 

 

（２）通学区域に関する基準 

 [基準] 

国の規定である「小学校：4ｋｍ、中学校：6ｋｍ」を基に、通学に要する時間を 1時間以内として、

交通手段や安全性も考慮しながら検討する。 

 

（３）適正配置に関する基準 

［基準］  

学校規模に関する基準、通学に関する基準などの指標を基に、地域の特性や歴史、地域コミュニテ

ィ、学校の施設改修計画等も含め総合的に判断する。 

 

 

３ これまでの審議概要 

 

（１）福部地域に関する答申 

平成２６年６月５日に、地域の意見を集約した要望書が、「福部の教育を考える会」より提出された。

審議会では提出された要望書を慎重に議論・検証し、「幼小中１０年一貫校」の設立、運営形態は「地域

創造学校（鳥取市版コミュニティ・スクール）」を導入すべきという答申をすでに行った。 
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（※中央教育審議会 初等中等教育分科会 小・中学校の設置・運営の在り方等に関する作業部会（平成 20.12.2）第 8 回資料を参照） 



 

 

 

現在、福部地域の学校づくりに向け、学校、地域、保護者並びに市教育委員会事務局での協議が進めら

れている。 

 

（２）他のエリア等に関する現状と課題 

 

① 全エリア 

鳥取市では、子どもたちの育ちはもちろんのこと、地域の将来を見据えて、学校のみならず地域も一緒

になって教育を進めていく教育環境づくりを進めている。平成２６年８月に策定された「新市域振興ビジ

ョン」において地域の１０年先のあるべき姿として、全市域で１０年、２０年後の学校づくりを進めるた

め「地域の教育を考える会」の立ち上げを掲げている。 

現在、本市では福部地域、明治地域、鹿野中校区、青谷中校区、逢坂小校区で教育を考える会が立ち上

がっており、その他の校区でも立ち上げに向けての動きが見られている。また桜ヶ丘中校区、散岐小校区、

青谷中校区では学校運営に関わる学校運営協議会（地域創造学校（鳥取市版コミュニティスクール））を

立ち上げている。  

学校のあり方の議論のみならず、地域の学校活動への参画、地域のニーズに合った特色のある教育活動

など、今後、魅力ある学校づくりを進めていくうえで、すべての学校で学校、保護者、地域との協働が必

要となる。その為には、鳥取市教育委員会が、全ての学校で「教育を考える会」が立ち上がるように支援

するなど、努力すべきと考える。 

 

② 鹿野中学校エリア及び西部地域エリア 

現在、鹿野中校区では教育を考える会を立ち上げ、学校のあり方についての議論が進められている。小

学校は標準規模であるものの、中学校は小規模校であり、今後についても減少傾向にある。 

また、改築が決まった気高中学校エリア、青谷中学校エリアも同様に生徒数の減少は避けられず、将来

の教育環境について考える時期に来ている。 

 

 

③ 江山中学校エリア 

美和小は標準規模を維持する見込みであるが、神戸小及び江山中は小規模校という位置づけであり、中

学校区全体で考えると児童生徒数も縮小傾向にある。特に神戸小学校は複式学級となっており、子どもの

教育環境を保障するうえでも対応が必要である。 
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今後、江山中学校も５学級以上になる見込みはないため小規模校としての懸念される課題を受け止め、

将来的に江山中学校エリアをどうしていくのか方向性をまとめる必要がある。 

 

 

④ 南中学校エリア 

昭和５３年鳥取駅の高架化が完了した後、駅南エリアの宅地開発が進み、人口の集積が顕著となってい

る。また「鳥取市都市計画マスタープラン」に基づいてまちづくりが進められる中、今後も駅南エリアへ

の人口集積が進む可能性も高い。現時点で日進小、美保小、倉田小、美保南小という全ての校区において

児童生徒数が増加している。中でも、美保小、美保南小は現時点で飽和状態であるにもかかわらず、平成

３２年度にはさらに学級数も増えるため、何らかの施設対応が必要である。 

南中も同様である。現時点で空き教室も少ない状態であるが、増加の一途をたどる生徒数は平成３０年

度には校舎に生徒が収容できなくなる。その後も児童生徒数は減少せずに推移していく見込みである。 

 

⑤ 千代川以西エリア 

この地域は、昭和５０年代から始まった民間の宅地開発や土地区画整理事業で宅地化が進んだことで、

校区のあり方として合理的でない状況になっている。すなわち、小学校区の境界が町界や主要な道路によ

らず複雑な形状になっていること、及び城北小の校区としている地域については、小学校への通学距離が

世紀小や大正小への距離より長く、八千代橋を渡って通学しなければならないことが主な問題である。ま

た、城北小校区については中学校区が北中であり、校区の形状・学校の配置としては適切とは言えない。

さらに、公民館の区域が小学校とは異なることもあり、地域活動の面などでも改善が必要である。このよ

うな状況を改善する対策を講ずる必要があるが、地域の中には現在の校区割を支持する方もあり、解決を

得られる施策が必要である。 
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⑥ 中心市街地エリア 

中心市街地の小学校は学校間の距離が短く、特に久松小、醇風小、遷喬小は近接している。現状では教

育環境としての問題はないが、遷喬小は将来的に児童数が減少し、平成３２年には８４名となることが見

込まれている。また、以前より明徳小と富桑小の校区が入り組んでいることが指摘されており、明徳地区

自治会からも美保小、日進小、醇風小との校区修正の要望も提出され継続審議となっている。 

一方、財政的見地や市全体の均衡の視点からも、児童数が減少していく中で中心市街地の学校を整理統

合すべきとの意見もある。 

 

⑦ 小規模小学校 

第１１期で議論された東郷小、明治小、西郷小、瑞穂小、逢坂小の小規模校５校は小学校単位で議論を

積み重ね方向性を決定する必要がある。今回、文部科学省が策定した『手引』は、教育の機会均等とその

水準の維持向上という義務教育の本旨から学校統合を基本としながらも、一方で山間僻地、離島といった

地理的要因、過疎地など学校が地域コミュニティの存続に決定的な役割を果たしているといった小規模校

を存続することについても触れている。 

地域の協力のもと、きめ細かい指導等、優良な教育環境を児童に提供しているものの、いずれの小学校

も平成３２年には２０名～４０名程度となる見込みで、将来的にはさらに減少することも推定される。 
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